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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　質量基準で以下を含む液状洗浄剤組成物：
　ａ．１％～９０％の、アニオン性界面活性剤よりなる群から選択する一又は複数の界面
活性剤を含む主界面活性剤、及び
　ｂ．１％～４０％の、以下の成分からなる混合物を含むヒドロトロープ：
　　i.式：Ｒ（ＯＣ2Ｈ4）nＯＨ（式中、ＲはＣ6－Ｃ10アルキル基であり、ｎは３～９で
ある）で示されるピークドエトキシル化アルコール
　　ii.以下の式で示されるグリセリンのポリエチレングリコールエーテル

（式中、ａ＋ｂ＋ｃの平均値は２から６０であり、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はＨである。）
【請求項２】
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　ｂ. ii.のグリセリンのポリエチレングリコールエーテルに対するピークドエトキシル
化アルコールの質量比率が１：２０～２０：１である、請求項１記載の液状洗浄剤組成物
。
【請求項３】
　以下を含む請求項１記載の液状洗浄剤組成物：
　ａ．主界面活性剤のアニオン性界面活性剤であって、硫酸化アニオン性界面活性剤、ス
ルホン酸化アニオン性界面活性剤、イセチオネート、スルホスクシネート、スルホスクシ
ナメート、タウレート、脂肪酸の塩、カルボキシル化アルコールエトキシレート、エーテ
ルスルフェート及びその組合せよりなる群から選択されるアニオン性界面活性剤。
【請求項４】
　アミド、アミンオキシド、アルキルグルコシド及びその混合物よりなる群から選択する
気泡増強剤を質量基準で１％～４０％さらに含む、請求項１記載の液状洗浄剤組成物。
【請求項５】
　ａ．アミドが下記の一般式
　　Ｒ1－ＣＯ－ＮＨm-1(Ｒ2ＯＨ)3-m
（式中、Ｒ1はＣ8～Ｃ18の飽和又は不飽和の脂肪族炭化水素基であり、Ｒ2はメチレン、
エチレン又はプロピレン基であり、かつ、ｍは１、２又は３である）
を有し、かつ、
　ｂ．アミンオキシドが、下記の一般式

（式中、Ｒ1はＣ8-18のアルキルであり、Ｒ2はＣ2-4のアルキルであり、Ｒ3及びＲ4はＣ1

-5のアルキル又はヒドロキシアルキルである）
を有するアミドアミンオキシドよりなる群から選択される、請求項４記載の液状洗浄剤組
成物。
【請求項６】
　０．０１～１．５％のアルファヒドロキシ酸をさらに含む、請求項１記載の液状洗浄剤
組成物。
【請求項７】
　グリセリンのポリエチレングリコールエーテルに対するピークドエトキシル化アルコー
ルの質量比率が１：２０～２０：１である、請求項６記載の液状洗浄剤組成物。
【請求項８】
　質量基準で以下を含む液状洗浄剤組成物：
　ａ．１％～９０％の、一又は複数のアニオン性界面活性剤を含む主界面活性剤；及び
　ｂ．１％～４０％の、以下の成分からなる混合物を９０％～１００％含むヒドロトロー
プ：
　i.式：Ｒ（ＯＣ2Ｈ4）nＯＨ（式中、ＲはＣ6－Ｃ10アルキル基であり、ｎは３～９であ
る）で示されるピークドエトキシル化アルコール、及び
　ii.以下の式で示されるグリセリンのポリエチレングリコールエーテル
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（式中、ａ＋ｂ＋ｃの平均値は２から６０であり、Ｒ1、Ｒ2及びＲ3はＨである。）
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
本発明は、液状洗浄剤組成物用の、改良されたヒドロトロープに関するものである。特に
、本発明は新規かつ相乗的なヒドロトロープに関し、該ヒドロトロープは、グリセリンの
ポリエチレングリコールエーテルと、アルコールエトキシレートとの組み合わせであり、
かつ界面活性剤を主成分とする洗浄剤組成物にとって有用である。本発明は、更に液状洗
浄剤組成物における、グリセリンのポリエチレングリコールエーテルおよびα-ヒドロキ
シ酸の使用にも関連し、これらは相乗的に組み合わされて、該液状洗浄剤組成物のユーザ
ーにとって有利な、皮膚コンディショニング性をもたらす。
【０００２】
背景技術
液状洗浄剤組成物は、種々の清浄化活動において利用されている。例えば、これらは衣類
、皿、壁面およびガラス面等の硬質表面、並びに自動車表面の機械洗浄および手作業によ
る洗浄のために利用されている。一般的に、各用途は、各型の洗浄剤組成物に対して、種
々の所定の性能特性を指定する。例えば、衣類および皿を機械洗浄するために使用する液
状洗浄剤は、大容積の泡（フォーム）を発生しない。というのは、過度の発泡は、洗浄効
率を阻害し、かつ洗浄機から該泡を除去することが困難であるからである。他方、衣類、
皿、または自動車(および同様な車両)を手作業で洗浄するのに使用する洗浄剤組成物は、
泡を発生する。というのは、これら用途においては、洗浄性能の識別が、発泡容積と直接
関連しているからである。
【０００３】
同時に、該洗浄剤組成物は、特に水性担体に配合する場合に、容易に分散すべきであり、
また適当な粘度をもつもの、即ちゲル化を起こさないものであるべきである。これらのあ
るいはその他の目的を達成するためには、ヒドロトロープ、例えばエタノールなどのアル
コールを添加すべきことが知られている。不幸なことに、エタノールの使用は、引火性に
関連する問題を生じ、また該洗浄剤濃厚物の揮発性成分が蒸発するために、保存中に表面
膜を発生する傾向がある。その上、ゲル化を防止するために、最小量を超えるアルコール
の使用が必要とされる場合には、該組成物はアルコールに典型的な匂いをもち、この匂い
は香料で相殺することが困難である。
従って、発泡性、分散性および粘度調節、他の処方の成分との相溶性、環境上の安全性並
びにコストパーフォーマンス等の、種々の性能特性を満足する、洗浄剤組成物に対する需
要が、常に存在する。
【０００４】
本発明は、優れた分散性、ゲル化/粘性、匂いおよび発泡特性を有する、液状洗浄剤をも
たらす、新規なヒドロトロープを与えることによって、このような組成物を提供する。こ
の新規なヒドロトロープは、グリセリンのポリエチレングリコールエーテルと、アルコー
ルエトキシレートとの組み合わせであり、この組み合わせは、これらの相加的な効果から
予想されるよりもはるかに改良された性能特性を、相乗的に与える。
液状洗浄剤組成物に関連するもう一つの共通する問題は、そのユーザーの皮膚に対する負
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の健康上の作用であり、この作用は、しばしば洗浄活動および/または該洗浄剤に対する
皮膚の暴露によるものと考えられる。典型的な負の健康上の作用は、皮膚の乾燥、赤変、
かさ付きおよび刺激である。理想的には、所定の物品の洗浄において効果的であり、かつ
皮膚に対して温和である液状皿洗い組成物を提供し、かつ健康的な皮膚を維持し、かつ皮
膚の健康状態を改善するものであることが、望ましい。
【０００５】
発明の開示
本発明によれば、液状洗浄剤組成物が提供され、該組成物は、約1%～約90%の主洗浄界面
活性剤および約1%～約40%のヒドロトロープを含み、ここで該ヒドロトロープは、グリセ
リンのポリエチレングリコールエーテルと、短鎖アルコールエトキシレートとの組み合わ
せである。この液状洗浄剤は、好ましくは水性洗浄剤であり、従って約1%～約90%の水を
含むことができる。それにもかかわらず、濃厚化された組成物を提供することが望ましく
、従って該洗浄剤は、好ましくは約1%～約40%の水を含む。
本発明のもう一つの態様では、液状洗浄剤組成物が提供され、該液状洗浄剤組成物は、約
1%～約90%の主洗浄界面活性剤、約1%～約40%の、グリセリンのポリエチレングリコールエ
ーテルと、短鎖アルコールエトキシレートとの組み合わせであるヒドロトロープおよび約
0.01%～約1.5%のヒドロキシカルボン酸を含む。
【０００６】
該主洗浄界面活性剤は、アニオン性、ノニオン性、両性界面活性剤およびこれらの混合物
からなる群から選択される少なくとも1種の界面活性剤を含む。該アニオン性界面活性剤
は、硫酸化アニオン性界面活性剤、スルフォン酸化アニオン性界面活性剤、スルフォサク
シネート、スルフォサクシナメート、タウレート、イセチオネート(isethionates)、脂肪
酸塩、カルボキシレート化アルコールエトキシレート、硫酸エーテルおよびこれらの組み
合わせを含むが、これらに制限されない。該ノニオン性界面活性剤は、アルカノールアミ
ド、アミンオキシド、アルコキシル化(alkoxylated)アルコール、アルコキシル化フェノ
ール、ブロックポリマーおよびコポリマー、アルコキシル化アミン、アルキル多糖、グル
コースアミド、糖エステルおよびこれらの組み合わせを含むが、これらに制限されない。
該両性界面活性剤は、モノアセテート、ジアセテート、ベタイン、グリシネート、イミダ
ゾリン、イミダゾリン誘導体、モノプロピオネート、ジプロピオネート、ヒドロキシスル
テイン(sultaines)およびこれらの混合物を含むが、これらに制限されない。
気泡増強剤（foam-enhancing agent）（フォーム増強剤）を、該組成物に添加することが
でき、これを添加する場合には、約1%～約40%の量で存在する。該気泡増強剤は、1種以上
の、該主界面活性剤の一部に含まれる界面活性剤と同一であり得るが、典型的には、該気
泡増強剤は異なるものであろう。該気泡増強剤は、典型的にはアミンオキシド、アミド、
アルキルグルコシド、脂肪アルコールおよびこれらの混合物からなる群から選択される。
【０００７】
本発明のヒドロトロープは、これら気泡増強剤との組み合わせで使用し、あるいはその一
部または全部を該気泡増強剤で置換することができる。好ましくは、本発明のヒドロトロ
ープは、これら気泡増強剤との組み合わせで使用する。この例において、本発明のヒドロ
トロープの存在は、この新規なヒドロトロープが存在しない場合に比較して、より多くの
泡の発生をもたらす。
更に、本発明のヒドロトロープは、公知のヒドロトロープ、例えばアルコール、ジオール
およびトリオールの一部または全体と置換するのに使用することもできる。一般的に、グ
リセリンのポリエチレングリコールエーテル対該短鎖アルコールエトキシレートの重量比
は、約1:20～20:1、好ましくは約1:10～約10:1、およびより好ましくは約1:3～約3:1なる
範囲内にある。
【０００８】
一態様において、該ヒドロトロープは、グリセリンのポリエチレングリコールエーテルと
、短鎖アルコールエトキシレートとの混合物からなり、これらが本発明の組成物中に存在
する唯一の添加ヒドロトロープ成分である。この点に関連して、幾つかの界面活性剤、例
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えば硫酸エーテルは、市販品として供給されている場合には、低分子量のアルコールを含
み、これが洗浄剤組成物に添加された場合、これはヒドロトロープであると考えられる。
これら低分子量アルコールは、これらが自由流動性流体であることから、該市販品中に配
合されている。従って、この態様においては、本明細書および特許請求の範囲において、
該ヒドロトロープが、グリセリンのポリエチレングリコールエーテルと、短鎖アルコール
エトキシレートとの混合物からなり、これらが存在する唯一の添加ヒドロトロープである
と言及された場合には、ヒドロトロープとして、あらゆる添加アルコール、ジオールまた
はポリオールを排除することを意味するが、該界面活性剤成分の一部として存在する可能
性のある、低分子量アルコール(例えば、エタノール)を排除することを意味しない。従っ
て、市販品として入手できる界面活性剤、例えば硫酸エーテル中に存在する、全てのエタ
ノールを排除することを意味しない。
【０００９】
本発明の好ましい一態様においては、本質的に約1%～約90%の1種以上のアニオン性界面活
性剤、約1%～約40%の1種以上の発泡促進剤、および約1%～約40%のヒドロトロープからな
る液状洗浄剤を提供する。本態様における該ヒドロトロープは、アルコールエトキシレー
トと、エトキシル化グリセリンとの混合物であって、該ヒドロトロープは、約90%～約100
%のアルコールエトキシレートと、エトキシル化グリセリンとの混合物であり、好ましく
は、該ヒドロトロープは100%の、アルコールエトキシレートとエトキシル化グリセリンと
の混合物を含む。換言すれば、この生成する組成物は、実質的にまたは完全に、他の添加
ヒドロトロープを含まないものである(但し、界面活性剤の製造の結果として存在するも
の、例えば市販品として入手できる硫酸エーテル中に存在するエタノールを除く)。
【００１０】
本発明のもう一つの態様では、約1%～約90%の、アニオン性、ノニオン性、両性界面活性
剤並びにこれらの混合物からなる群から選択される主洗浄界面活性剤および約1%～約40%
のヒドロトロープを含む、液状洗浄剤を提供し、ここで該ヒドロトロープは、少なくとも
約50%の、グリセリンのポリエチレングリコールエーテルと短鎖アルコールエトキシレー
トとの混合物を含む。この態様において、該主洗浄界面活性剤は、好ましくはアニオン性
およびノニオン性界面活性剤並びにこれらの混合物からなる群から選択される。より好ま
しくは、該主洗浄界面活性剤は、支配的に1種以上のノニオン性界面活性剤を含み、その
残部は1種以上のアニオン性界面活性剤である。例えば、該主洗浄界面活性剤は、約50%～
約90%の、1種以上のノニオン性界面活性剤と、約10%～約50%の、1種以上のアニオン性界
面活性剤を含む。
【００１１】
本発明は、またアニオン性、ノニオン性、両性界面活性剤およびこれらの混合物からなる
群から選択される１種以上の界面活性剤を含む、改善された液状洗浄剤組成物をも意図し
、ここで該改良は、該組成物に高い発泡能力を与えるために、有効量のヒドロトロープを
含むことにあり、かつ該ヒドロトロープが、アルコールエトキシレートとエトキシル化グ
リセリンとの混合物を含むことにある。
本発明は、また液状洗浄剤組成物の発泡性能を高める方法にも関連し、該方法は、有効量
のヒドロトロープを、該液状洗浄剤に添加する工程を含み、該液状洗浄剤は、アニオン性
、ノニオン性、両性界面活性剤およびこれらの混合物からなる群から選択される１種以上
の界面活性剤を含み、かつ該ヒドロトロープが、アルコールエトキシレートとエトキシル
化グリセリンとの混合物であることを特徴とする。
特に述べない限り、本明細書並びに上記特許請求の範囲に与えられる全ての「%」は、「
質量％」を意味するものとする。
【００１２】
発明の実施方法
本発明によれば、液体洗浄剤組成物は、約1％～約90％のアニオン界面活性剤、非イオン
性界面活性剤、及び両性界面活性剤、又はその混合物からなる群より選ばれた主界面活性
剤; 及び約1％～約40％のグリセリンのアルコールエトキシレートとポリエチレングリコ
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ープ』は、一般的には、水に一部しか溶解しない他の物質の水における溶解性を高める物
質、又は物質の組合わせとして定義される。
本発明の実施態様においては、ヒドロトロープは、少なくとも約50％のグリセリンのアル
コールエトキシレートとポリエチレングリコールエーテルの混合物を含んでいる。他の実
施態様においては、ヒドロトロープは、約90％～約100％、好ましくは100％のグリセリン
のアルコールエトキシレートとポリエチレングリコールエーテルの混合物を含んでいる。
主界面活性剤としては、アニオン界面活性剤、非イオン性界面活性剤、両性界面活性剤、
及びその混合物が含まれる。洗浄剤組成物に用いられる界面活性剤は、Schwartz, Perry 
& Berch『界面活性剤と洗浄剤』vol. I & II、M. J. Schick『非イオン性界面活性剤』、
及びMcCutcheon『乳化剤 & 洗浄剤』に挙げられているものを含むがこれらに限定されな
い。これらの各文献の記載は本願明細書に含まれるものとする。
典型的には、液体洗浄剤は、所望の洗浄成績を得るのに十分な量の主界面活性剤を含有す
る。従って、液体洗浄剤は、約1％～約90％の主界面活性剤を含有する。液体洗浄剤は、
好ましくは約10～約80％の主界面活性剤、更に好ましくは約15～約70％の主界面活性剤、
特に約20～約60％の主界面活性剤を含有する。
【００１３】
用いられるアニオン界面活性剤としては、高級脂肪酸の水溶性塩、即ち、セッケンが含ま
れる。これには、炭素原子約8～約24個を有する高級脂肪酸のナトリウム、カリウム、ア
ンモニウム、アルキルアンモニウム、及びアルカノールアンモニウム塩が含まれる。セッ
ケンは、脂肪や脂肪油のけん化又は遊離脂肪酸の中和によってつくられ得る。脂肪酸のナ
トリウム、アンモニウム、及びカリウム塩が特に有効である。例えば、オレイン酸のアン
モニウム塩は、トリエタノールで中和することによりつくられる。
用いられるアニオン界面活性剤としては、また、有機化合物と分子構造内に炭素原子約8
～約20個を有するアルキル基及びスルホン酸又はスルホン酸エステル基をもつイオウ含有
化合物の反応生成物の水溶性塩、好ましくはアルカリ金属塩、アンモニウム塩又はアルキ
ロールアンモニウム塩が含まれる。『アルキル』という用語は、アシル基のアルキル部分
が含まれる。このグループの合成界面活性剤の例は、アルキル硫酸アンモニウム、アルキ
ル硫酸アルカノールアンモニウム、アルキル硫酸アルカノールアミン、アルキル硫酸ナト
リウム、又はアルキル硫酸カリウム、特に、高級第一又は第二アルコール(C8-C18炭素原
子)を硫酸化することにより得られたもの、例えば、獣脂又はやし油のグリセリドを還元
することにより製造されたもの; イセチオネート、又はアルキル基が炭素原子約10～約16
個を直鎖又は分枝鎖配置で有するアルキルベンゼンスルホン酸アンモニウム、アルキルベ
ンゼンスルホン酸ナトリウム、及びアルキルベンゼンスルホン酸カリウム、例えば、米国
特許第2,220,099号及びアルキル基内の炭素原子の平均数が約11～14であるアルキルベン
ゼンスルホネート、C11-14LASと略記されるものである。
【００１４】
本発明に用いられるアニオン界面活性剤は、また、アルキル基が炭素原子約10～約20個を
有するトリエタノールアンモニウム、モノエタノールアンモニウム、又はジイソプロパノ
ールアンモニウムパラフィン又はオレフィンスルホネートのようなカリウム、ナトリウム
、カルシウム、マグネシウム、アンモニウム又は低級アルカノールアンモニウムを含むこ
とができる。そのアルカノールアンモニウムの低級アルカノールは、通常は、炭素原子2
～4個を有し、好ましくはエタノールである。アルキル基は、直鎖又は分枝鎖であり得、
更に、スルホネートは第二炭素原子に結合されることが好ましい。即ち、スルホネートは
末端に結合していない。
本発明に用いることができる他のアニオン界面活性剤としては、下記一般式
【００１５】
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【００１６】
(式中、Mはアンモニウム、カリウム、ナトリウム、カルシウム、マグネシウム、又は他の
適切なカチオンであり、R1は炭素原子約3～約18個を有するアルキル基であり、R2は炭素
原子約1～約6個を有するアルキル基である。)
を有する第二アルキルスルフェートが含まれる。好ましくは、Mはナトリウムであり、R1
は炭素原子約10～約16個を有するアルキル基であり、R2は炭素原子約1～約2個を有するア
ルキル基である。
【００１７】
本明細書に用いられる他のアニオン界面活性剤は、アルキルグリセリルエーテルスルホン
酸ナトリウム、特に獣脂ややし油から誘導された高級アルコールのエーテル; やし油脂肪
酸モノグリセリドのスルホン酸ナトリウム又は硫酸ナトリウム; 1分子当たり約1～約10単
位のエチレンオキシドを有し、アルキル基が炭素原子約10～約20個を有するアルキルフェ
ノールエチレンオキシドエーテル硫酸のナトリウム塩又はカリウム塩である。
他の用いられるアニオン界面活性剤としては、脂肪酸基に炭素原子約6～約20個及びアル
コール基に炭素原子約1～10個を有するα-スルホン酸化脂肪酸のエステルの水溶性塩; ア
シル基に炭素原子約2～約9個及びアルカン部分に炭素原子約9～約23個を有する2-アシル
オキシアルカン-1-スルホン酸の水溶性塩; 炭素原子約12～20個を有するオレフィン又は
パラフィンスルホネートの水溶性塩; 又はアルキル基に炭素原子約1～3個及びアルカン部
分に炭素原子約8～20個を有するβ-アルキルオキシアルカンスルホネートが含まれる。例
えば、αスルホメチルココエートは、本発明の1以上の実施態様に用いることができる。
【００１８】
本発明に用いることができるアニオン界面活性剤の他の例は、2つのアニオン官能基を有
する化合物である。これらは、ジアニオン界面活性剤と呼ばれる。適切なジアニオン界面
活性剤は、下記式:
R(SO3)2M2 又は R(SO4)2M2 又は R(SO3)(SO4)M2
(式中、Rは炭素原子15～20個を有する非環式脂肪族ヒドロカルビル基であり、Mは水溶性
カチオンである。)
で表すことができるジスルホネート、ジスルフェート、又はその混合物、例えば、C15～C

20 1,2-アルキル二スルホン酸二カリウム又は二硫酸二カリウム、1,9-ヘキサデシル二硫
酸二ナトリウム、C15～C20 1,2-アルキル二スルホン酸二ナトリウム、1,9-ステアリル二
硫酸二ナトリウム又は6,10-オクタデシル二硫酸二ナトリウムである。
カルボキシル基を含むアニオン界面活性剤もまた洗浄剤組成物に使用することができ、脂
肪酸の塩、又はカルボキシル化アルコールエトキシレートが含まれるがこれらに限定され
ない。これらのタイプのアニオン界面活性剤の具体的な例は、マクカッチョン(McCutcheo
n)に記載されている。
【００１９】
好ましいアニオン界面活性剤は、少なくとも1種のイオウ成分をもつものである。そのよ
うなアニオン界面活性剤としては、硫酸化又はスルホン酸化アニオン界面活性剤が含まれ
る。そのような例としては、第一又は第二アルキルスルフェート、エトキシル化アルコー
ル又は酸の第一又は第二スルフェート、脂肪エステルのスルフェート、エーテルスルフェ
ート(即ち、アルコールエトキシスルフェート)、アルケニルカルボキシスルホネート、メ
チルエステルスルホネート、線状アルキルベンゼンスルホネート、αオレフィンスルホネ
ート、ドデシルベンゼンのスルホネート、トリデシルベンゼンのスルホネート、第一又は
第二アルキルスルホネート、ナフタレン又はアルキルナフタレンのスルホネート、又は石
油、サルコシネート、スルホスクシンアメート、スルホスクシネート又はタウレートのス
ルホネートが含まれるがこれらに限定されない。
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本発明の実施態様に特に好ましいアニオン界面活性剤(即ち、主界面活性剤が多量のアニ
オン界面活性剤を含む場合)は、ポリオキシエチレンアルキルエーテルやトリデシルエー
テルスルフェートのようなエーテルスルフェート、ラウリルアルコールポリグリコールエ
ーテルスルホン酸ナトリウムや脂肪アルコールエーテルスルフェートのような天然アルコ
ールから誘導されるアルキルエーテルスルフェート、ラウリルエーテル硫酸ナトリウム、
ミリスチルエーテル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンラウリルエーテルスルフェート
、トリエタノールアミンラウリルエーテルスルフェート、又はラウリルエーテル硫酸アン
モニウムのような合成アルコールから誘導されるアルキルエーテルスルフェートである。
【００２０】
従って、本発明に用いられるエーテルスルフェートは、式RO(C2H4O)MSO3M (式中、Rは炭
素原子約8～約20個を有するアルキル又はアルケニルであり、xは1～30であり、Mは水溶性
カチオン、好ましくはナトリウム、アンモニウム、又はカリウムである。)を有するもの
である。Rは、好ましくは炭素原子10～16個を有する。アルコールは、天然脂肪、例えば
、やし油又は獣脂から誘導することができ、合成することもできる。そのアルコールを、
1～30モル、特に1～12モル比のエチレンオキシドと反応させ、得られた分子化合物の混合
物を硫酸化し、中和する。
市販のエーテルスルフェートは、典型的には100％未満の活性エーテルスルフェート生成
物を含み、自由流動生成物を供給するために、粘度を低下させる低分子量アルコールを含
有するので界面活性剤が流動し得る。アルコール量は変動し、供給生成物の約10％～約15
％であり得る。このアルコールが存在するが、当業者は、添加されるヒドロトロープの一
部を含むとは考えない。従って、説明と特許請求の範囲に用いられる『ヒドロトロープ』
という用語は、エーテルスルフェートのような界面活性剤の一部として存在するアルコー
ルを含まない。
【００２１】
更に、ヒドロトロープが約９０％～約１００％のアルコールエトキシレートとエトキシル
化グリセリンの混合物を含む、好ましくは、ヒドロトロープが１００％のアルコールエト
キシレートとエトキシル化グリセリンの混合物を含むものであるとヒドロトロープを明細
書が開示し且つクレームが限定する場合は、その様な開示は、全体として、組成物に対す
るヒドロトロープとしての追加のアルコール、ジオール又はポリオールを排除することを
意味する。それは、処理の結果として、市販の界面活性剤中に一般に存在するアルコール
を排除することを意味しない。
非イオン界面活性剤の例としては、アルキレンオキサイド基（親水性）と、脂肪族又はア
ルキル芳香族であっても良い有機疎水性化合物との縮合で製造される化合物が挙げられる
がこれらに限定されるものではない。特定の疎水性基と縮合されるポリオキシアルキレン
基の長さは、親水性並びに疎水性要素の間のバランスを所望の程度に有する水溶性化合物
とする為に簡単に調整することが出来る。
例えば、非イオン界面活性剤は、直鎖又は分岐鎖、不飽和又は飽和の、脂肪族鎖中に約８
～約１８個の炭素原子を含み、約５～約５０個のエチレンオキサイド又はプロピレンオキ
サイド単位を導入している、脂肪族カルボン酸のポリオキシエチレン又はポリオキシプロ
ピレン縮合物を含んでも良い。適当なカルボン酸としては、平均約１２個の炭素原子を含
む「ココナッツ」脂肪酸、平均約１８個の炭素原子を含む「獣脂」脂肪酸、パルミチン酸
、ミリスチン酸、ステアリン酸及びラウリン酸が挙げられる。
又、非イオン界面活性剤は、、直鎖又は分岐鎖、不飽和又は飽和の、約８～約２４個の炭
素原子を含み、約５～約５０個のエチレンオキサイド又はプロピレンオキサイド単位を導
入している、脂肪族アルコールのポリオキシエチレン又はポリオキシプロピレン縮合物を
含む事が出来る。適当なアルコールとしては、ココナッツ脂肪アルコール、獣脂脂肪アル
コール、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール及びオレイルアルコールが挙げられ
る。
【００２２】
例としては、式：Ｒ（ＯＣ2Ｈ4）nＯＨ（ここで、Ｒは、Ｃ8～Ｃ16のアルキル基又はＣ8
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～Ｃ12のアルキルフェニル基であり、ｎは、３～約８０である）を有するものが挙げられ
る。特に好ましい非イオン界面活性剤は、Ｃ12～Ｃ16のアルコールと、アルコール１モル
当り約５～約２０モルのエチレンオキサイドとの縮合生成物、例えば、アルコール１モル
当り約６～約９モルのエチレンオキサイドと縮合したＣ12～Ｃ15のアルコールである。こ
の種の非イオン界面活性剤としては、ＮＥＯＤＯＬ商標製品、例えば、Ｎｅｏｄｏｌ２３
－６．５、Ｎｅｏｄｏｌ２５－７、Ｎｅｏｄｏｌ２５－９が挙げられ、これらは、夫々、
６．５モルのエチレンオキサイドを有するＣ12～Ｃ15の直鎖第一級アルコールエトキシレ
ート、７モルのエチレンオキサイドを有するＣ12～Ｃ15の直鎖第一級アルコールエトキシ
レート、及び９モルのエチレンオキサイドを有するＣ12～Ｃ15の直鎖第一級アルコールエ
トキシレートである。
又、アルキル糖類も組成物に存在しても良い。一般に、アルキル糖類は、約８～約２０個
の炭素原子、好ましくは、約１０～約１６個の炭素原子を含む疎水性基、及び約１（モノ
）～約１０（ポリ）の糖類単位（例えば、スクロース、ガラクトシド、グルコシド、フル
クトシド、グルコシル、フルクトシル、及び／又はガラクトシル単位）を含む多糖類親水
性基を有するものである。糖類部分の混合物も、アルキル糖類界面活性剤において使用し
ても良い。好ましくは、アルキル糖類は、式：
ＲＯ（ＣnＨ2nＯ）t（Ｚ）x

（式中、Ｚは、グルコースから誘導され、Ｒは、アルキル、アルキル－フェニル、ヒドロ
キシアルキル、ヒドロキシアルキルフェニル及びそれらの混合物からなる群から選ばれる
疎水性基で、アルキル基は約１０～約１８個の炭素原子を含み、ｎは２又は３であり、ｔ
は０～約１０であり、ｘは１～約８である）を有するアルキルグルコシドである。その様
なアルキル糖類の例は、米国特許第４，５６５、６４７号明細書（第二欄２５行～第三欄
５７行）及び第４，７３２、７０４号明細書（第二欄１５～２５行）に記載されており、
その関連部分はここに参照によって導入される。
【００２３】
半極性非イオン界面活性剤としては、約１０～１８個の炭素原子の一つのアルキル部分と
、約１～約３個の炭素原子のアルキル及びヒドロキシアルキル部分の群から選ばれる二つ
の部分を含む水溶性アミンオキサイド；約１０～約１８個の炭素原子の一つのアルキル部
分と、約１～３個の炭素原子を含むアルキル基及びヒドロキシアルキル基からなる群かか
ら選ばれる二つの部分を含む水溶性ホスフィンオキサイド；及び、約１０～１８個の炭素
原子の一つのアルキル部分と、約１～３個の炭素原子のアルキル及びヒドロキシアルキル
部分からなる群から選ばれる部分を含む水溶性スルホキシドが挙げられる。
洗剤組成物において使用されても良い両性界面活性剤としては、モノ－及びジアセテート
、ベタイン、グルシネート、イミダゾリン及びその誘導体、モノ－及びジプロピオネート
、及びヒドロキシスルテインが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
望ましくは、液体洗剤は、一種以上の気泡増強剤を含む。これらの気泡増強剤は、主体の
界面活性剤のフォーム生成能力を高めて、所望の量のフォームを発生させる為に添加され
る。しばしば、液体洗剤の使用者は、洗浄剤の洗浄能力を示すものとしてのフォームの存
在に気づくものである。従って、気泡増強剤は、本発明の洗浄剤組成物に添加されるのが
好ましい。
気泡増強剤としては、上記の一種以上の非イオン界面活性剤を挙げても良い。好ましくは
、気泡増強剤は、アミド、アミンオキサイド、アルキルグルコシド（例えば、上記のもの
）、脂肪アルコール及びそれらの混合物からなる群から選ばれる。更に好ましくは、気泡
増強剤は、アミド及びアミドアミンオキサイドからなる群から選ばれる。
【００２４】
適当なアミドの例としては、アンモニア、アシル部分の炭素数が約８～約１８である脂肪
酸のモノアルカノール及びジアルカノールアミド（アルカノールの炭素数は２～４である
）であって、以下の一般式で表されるものがあげられるが、これらに限定されない。
Ｒ1－ＣＯ－ＮＨm-1（Ｒ2ＯＨ）4-m

式中、Ｒ1は炭素数８～１８、好ましくは１２～１４の飽和又は不飽和脂肪族炭化水素基
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であり；Ｒ2はメチレン、エチレン又はプロピレン基であり；ｍは１、２、３又は４、好
ましくは１又は２、より好ましくは１である。
適当な例としては、モノ－及びジ－エタノールココナツ、ラウリン酸及びミリスチン脂肪
酸アミドがあげられるがこれらに限定されない。アシル部分は天然に存在するグリセライ
ド、例えば、ココナツ油、パーム油、大豆油、及び獣脂から誘導することができるが、例
えば、Fischer-Tropsch法による石油の酸化又は一酸化炭素の水素添加により合成により
誘導することもできる。
アミンオキシドとしては、アルキルアミンオキシド及びアミドアミンオキシドがあげられ
る。アルキルアミンオキシドは上述したとおりである。アミドアミンオキシドとしては以
下の式を有するものがあげられる：
【００２５】

【００２６】
式中、Ｒ1はＣ8-18アルキルであり、Ｒ2はＣ2-4アルキルであり、Ｒ3及びＲ4はＣ1-5アル
キル又はヒドロアルキルである。好ましくは、Ｒ1はＣ12-14アルキルであり、Ｒ2はエチ
ル又はプロピルであり、Ｒ3及びＲ4はメチル又はエチルである。
適当な例としては、ババスーアミドプロピルアミンオキシド、ココアミドプロピルアミン
オキシド、イソステアリルアミドプロピルアミンオキシド、イソステアリルアミドプロピ
ルモルホリンオキシド、ラウリンアミドプロピルアミンオキシド、ラウリン／ミリスチル
アミドプロピルアミンオキシド、ミンクアミドプロピルアミンオキシド、オレオアミドプ
ロピルアミンオキシド、ステアリアミドプロピルアミンオキシド、及び小麦麦芽アミドプ
ロピルアミンオキシドがあげられるがこれらに限定されない。特に好ましいアミドアミン
オキシドは、Ｒ1がＣ12アルキルであり、Ｒ2がプロピルであり、Ｒ3及びＲ4がメチルであ
る化合物である。
【００２７】
気泡増強剤は、一般的に、約１％～約４０％の量で、好ましくは約１％～約３５％の量で
、より好ましくは約２％～約３５％の量で、最も好ましくは約３％～約３０％の量で本発
明の液状洗浄剤に添加する。
ハイドロトロープ剤は、アルコールエトキシレートとグリセリンのポリエチレングリコー
ルエーテルとの混合物を含有する。驚くべきことに、これらの成分を混合することにより
、各成分の効果を足した効果から期待されるよりも大きな起フォーム生成効果が得られる
ことが分かった。さらに、該混合物により、期待されるよりも低い粘度及び迅速な溶解が
提供される。
ある種のアルコールエトキシレートがアニオン性界面活性剤ベースの洗浄剤に対してフォ
ーム増強特性を付与できることは知られているが、グリセリンのポリエチレングリコール
エーテル、すなわちエトキシル化グリセリンは、そのハイドロトロープ特性と一緒になっ
てフォーム生成を増強するあらゆる利点を提供する。さらに驚くべき知見は、エトキシル
化グリセリンとアルコールエトキシレートとの混合物が相乗的な泡形成増強作用を示すと
いうことである。
【００２８】
ハイドロトロープ剤に有用なエトキシル化アルコールノニオン性界面活性剤は、本発明の
洗浄剤組成物の一部として添加されるものと同じであり得る。従って、式Ｒ（ＯＣ2Ｈ4）

nＯＨ（ＲはＣ6－Ｃ18アルキル基であるか又はＣ6－Ｃ12アルキルフェニル基であり、ｎ
は３～約８０である）を有するあらゆるエトキシル化アルコールが本発明で使用するのに
適している。短鎖エトキシル化アルコール、すなわちＲが炭素数１２未満のアルキル基又
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はアルキルフェニル基であるアルコールが好ましい。特に好ましいのは、Ｃ6－Ｃ12アル
コールとアルコール１モル当たり約３～約２０モルのエチレンオキサイドとの縮合生成物
、例えば、アルコール１モル当たり約３～約１５モルのエチレンオキサイドと縮合したＣ

6－Ｃ12アルコールである。より好ましくは、エトキシル化アルコールが、アルコール１
モル当たり約３～約９モルのエチレンオキサイドを有するＣ6－Ｃ10アルコールである。
新規（ノーベル）ＩＩ（登録商標）（NOVEL（登録商標）II）の商品名で商業的に入手で
きるもののような、分布の狭いアルコールエトキシレートを使用するのが好ましい。これ
らは一般的にはピークド（peaked）アルコールエトキシレートといわれており、フリーの
短鎖脂肪アルコールをごくわずかしか含まず、その結果として、短鎖脂肪アルコールと関
連する独特な不快なにおいを本発明の組成物に与えることがないため、好ましい。従って
、特に好ましいアルコールエトキシレートは、平均７モルのエキレンオキサイドを有する
ピークドＣ8アルコールである。
本発明のヒドロトロープとして有用なグリセリンのポリエチレングリコールエーテルは以
下の式を有するものである：
【００２９】

【００３０】
式中、ａ＋ｂ＋ｃは約２～６０、好ましくは約１０～約４５、より好ましくは約２０～約
３０の平均値を有し、R1、R2およびR3は同一または異なっていてよく、H、CH3またはC2H5
からなる群より選ばれる。特に好ましいエトキシル化グリセリンはグリセレース-26(Glyc
ereth-26)(ａ＋ｂ＋ｃは平均値約２６を有する)。
【００３１】
グリセリンのポリエチレングリコールエーテルはどのような適切な方法によって調製して
もよく、KOHまたはNaOHのようなアルカリ触媒の存在下でグリセリンとエチレンオキシド
を反応させることによる調製が含まれる。
本発明のヒドロトロープは約１％～約40％、好ましくは約１％～約35％、より好ましくは
約２％～約35％、および最も好ましくは約２％～約30％の量で液状洗浄剤中に存在する。
本発明の一つの実施態様において、本ヒドロトロープはアルコールエトキシレートとエト
キシル化グリセリンの混合物であり、その混合物は本ヒドロトロープを少なくとも50％含
む。この実施態様においては、主界面活性剤は主として一以上の非イオン性界面活性剤で
ある。
本発明の別の実施態様において、本ヒドロトロープはアルコールエトキシレートとエトキ
シル化グリセリンの混合物であり、そのヒドロトロープはアルコールエトキシレートとエ
トキシル化グリセリンの混合物を約90％～100％、好ましくはそのヒドロトロープはアル
コールエトキシレートとエトキシル化グリセリンの混合物を100％含む。この実施態様に
おいては、主界面活性剤は主として１以上の陰イオン性界面活性剤であり、好ましくは１
以上の陰イオン性界面活性剤から選ばれる。
【００３２】
本洗浄剤組成物は、本発明のヒドロトロープの有益な特性を損なわない限り、液状洗浄剤
成分中に典型的に見られる他の任意的な成分を含んでいてよい。この組成物はこれらの任
意的成分を約0.01％～約10％、好ましくは約10％以下、含んでいてもよい。
例えば、本洗浄剤組成物は１以上の酸性化剤、アルカリ化源、pH緩衝剤、pH調整剤、およ
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び皮膚コンディショニング剤（skin conditioning agent）を含んでいてもよい。酸性化
剤には、クエン酸、グリコール酸、酢酸、安息香酸、フェノールおよびパルミチン酸が含
まれるがこれらに限定されない。pH調整剤の例には、アルカリ金属炭酸塩および炭酸水素
塩、モノエタノールアミン、トリエタノールアミン、トリスヒドロキシメチルアミン、水
酸化アンモニウム、アルカリ土類金属、およびアルカリ金属水酸化物が含まれるが、これ
らに限定されない。モノ-、ジ-、トリエタノールアミンが好ましく、約0.01％～約５％の
量で添加することができる。皮膚コンディショニング剤には、クエン酸および乳酸のよう
なカルボン酸、アロエベラゲルのような保湿剤、および何種類ものハーブ、ビタミン、ミ
ネラルまたはビタミンA、CおよびE、藻類およびリコリス抽出物のような抗酸化活性、抗
炎症活性および／または抗老化活性を有する他の化合物が含まれるが、これらに限定され
ない。
【００３３】
混和剤を添加してもよいが、食器手洗い用洗浄剤のようなある主の液状洗浄剤中では限ら
れた価値しかない。無機または有機混和剤のいずれも単独またはそれらの組み合わせで使
用してよい。そのような混和剤の例には、アルカリ金属炭酸塩、リン酸塩、ポリリン酸塩
およびケイ酸塩が含まれるが、これらに限定されない。
金属イオン封鎖剤(sequestrant)もこの組成物に混入することができる。金属イオン封鎖
剤の例には、クエン酸ナトリウムおよびカリウム、酒石酸ナトリウムおよびカリウム、ク
エン酸、エチレンジアミン四酢酸(EDTA)ナトリウムおよびカリウム、三酢酸塩、ニトリロ
三酢酸(NTA)塩のようなアルカリ金属ポリカルボン酸塩、およびそれらの混合物が含まれ
るがそれらに限定されない。これらの金属イオン封鎖剤は約0.01～約５％の量で使用する
ことができる。
更に、四級化合物、香料、酵素、色素、抗変色剤、殺菌剤、研磨材、リン酸マグネシウム
のようなアルカリ土類金属水可溶性塩、その他を含むどんな通常のアジュバント、希釈剤
、添加剤を加えることもできるが、それらが本発明の組成物の有用な特性を損なわないこ
とを条件とする。
【００３４】
本液状洗浄剤は好ましくは水性洗浄剤であり、従って約１％～約90％の水を含むことがで
きるものである。しかしながら、濃縮した組成物を提供することが望ましく、従って、洗
浄剤は約１％～約40％の水を含むことが好ましい。
本発明の好ましい実施態様の一つでは、約１％～約90％の１以上の陰イオン性界面活性剤
、約１％～約40％の気泡増強剤（アミドアミンオキシドとアルカリジエタノールアミンの
混合物）、約90％～約100％、好ましくは100%のアルコールエトキシレートとエトキシル
化グリセリン（グリセリンのポリエチレングリコールエーテル）の混合物からなるヒドロ
トロープ約１％～約40％から本質的になる水性洗浄剤が提供される。
本発明の特に好ましい実施態様は、本質的に、約１％～約90％、好ましくは約10％～約70
％、より好ましくは約15％～約30％のアルキルエーテルナトリウムスルフェートからなる
主界面活性剤、約１％～約40％、好ましくは約５％～約30％、およびより好ましくは約10
％～約25％の、アミドアミンオキシド、アルキルジエタノールアミド、およびそれらの混
合物からなる群より選ばれる気泡増強剤、および、約１％～約40％の、アルコールエトキ
シレートとエトキシル化グリセリンの混合物100％からなるヒドロトロープからなる。
【００３５】
このアルコールエトキシレートはエチレンオキシドを平均約３～約15分子含むC6～C10ア
ルコールである。好ましくは、このアルコールエトキシレートはピークのあるアルコール
オキシレート(peaked alcohol ethoxylate)である。より好ましくは、このアルコールエ
トキシレートは約８個の炭素原子および平均７分子のエチレンオキシドを有する、ピーク
のあるアルコールエトキシレートである。
エトキシル化グリセリンは平均して約２～約60分子、好ましくは約10～約45分子、より好
ましくは約20～約30分子のエチレンオキシド分子を有し、最も好ましくは約26のエチレン
オキシド分子を有する。
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アルコールエトキシレートとエトキシ化グリセリンの比は、約１：２０～約２０：１、好
ましくは約１：１０～約１０：１、より好ましくは約１：３～約３：１の範囲内である。
【００３６】
本発明の他の好ましい実施態様において、水性洗浄剤はアニオン性界面活性剤、ノニオン
性界面活性剤及びこれらの混合物からなる群から選択される約１％～約９０％の主要界面
活性剤、並びに少なくとも約５０質量％、好ましくは少なくとも約６０質量％及びより好
ましくは約７０質量％のアルコールエトキシレートとエトキシ化グリセリンの混合物であ
るヒドロトロープを含む約１％～約４０％のヒドロトロープを本質的に含む。本実施態様
において、組成物は、少なくとも約５０％のヒドロトロープがアルコールエトキシレート
とエトキシ化グリセリンの混合物を含む限り、キシレンスルホン酸ナトリウムのような他
のヒドロトロープ、エタノールのようなアルコール類、プロピレングリコールのようなグ
リコール類及びアルコキシ化アルコールを含んでもよいことが理解される。本実施態様に
おいて、主要界面活性剤は好ましくは、主要界面活性剤に対して約５０～約９０質量％の
一以上のノニオン性界面活性剤及び主要界面活性剤に対して約１０～約５０質量％の一以
上のアニオン性界面活性剤を含む。好ましいエトキシ化アルコール及びエトキシ化グリセ
リンは上述したとおりである。エトキシ化アルコール及びエトキシ化グリセリンの比は約
１：２０～約２０：１、好ましくは約１：１０～約１０：１の範囲内である。
【００３７】
本発明の他の実施態様において、約１％～約９０％の一以上のアニオン性、ノニオン性及
び両性界面活性剤またはこれらの混合物、約１％～約４０％のエトキシ化アルコール及び
エトキシ化グリセリン（ポリエチレングルコールエーテルまたはグリセリン）の混合物で
あるヒドロトロープ、並びに約０.０１％～約１.５％のヒドロキシカルボン酸を含む水性
洗浄剤が提供される。好ましくは、エトキシ化グリセリンは平均約２～約６０モル、好ま
しくは約１０～約４５、より好ましくは約２０～約３０、及び最も好ましくは約２６モル
のエチレンオキサイドを有する。グリセレース２６はエトキシ化グリセリンの好ましい例
である。本発明の使用に適するヒドロキシカルボン酸としては、α－ヒドロキシ酸及びβ
－ヒドロキシ酸の双方が挙げられる。好ましくはヒドロキシカルボン酸は、クエン酸、リ
ンゴ酸、乳酸、グリコール酸、酒石酸（tartartic acid）、タルトロン酸及びグルクロン
酸のようなα－ヒドロキシ酸である。クエン酸はα－ヒドロキシ酸の好ましい例である。
好ましい実施態様において、液状洗浄剤は約５％のグリセレース２６及び約０.９５％の
クエン酸を含む。
【００３８】
工業的利用性
本明細書において述べたヒドロトロープ及び皮膚調節剤はいずれの液状洗浄剤組成物にお
いて使用してもよい。ヒドロトロープ及び皮膚調節剤は特に食器洗い、自動洗浄、及び他
の軽質（light duty）洗浄組成物における使用に特に適する。
【００３９】
実施例
以下は本発明の処方及び組成物の例を示すためのものであって、本発明の観点を制限する
ものとして理解してはならない。
実施例１
下記の組成物を調製した。
【００４０】
表１
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*エトキシ化アルコールはノーベル（Novel）II 8-7（アルコールが約８炭素原子を有しか
つ平均７モルのエチレンオキサイドでエトキシ化されている、最高度の（peaked）エトキ
シ化アルコール）
**エトキシ化グリセリンはグリセレース（Glycereth）26
【００４１】
各組成物を試験して、本発明のヒドロトロープの、製品粘度、製品分散性及び泡発生への
効果を測定した。図１は、アルコールエトキシレート及びエトキシ化グリセリンの混合物
を含む組成物が、ヒドロトロープの各成分の相加効果から予測されるよりも製品粘度を低
下させたことを示す。図２は、アルコールエトキシレート及びエトキシ化グリセリンの混
合物を含む組成物が、室温の水及び冷却水のどちらにおいてもヒドロトロープの各成分の
相加効果から予測されるよりも早く溶解したことを示す。図３はアルコールエトキシレー
ト及びエトキシ化グリセリンの混合物を含む組成物はヒドロトロープの各成分の相加効果
から予測されるよりも多く泡を発生したことを示す。
【００４２】
実施例２
下記の組成物を調製した。
表２
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*エトキシ化アルコールはノーベルII 8-7（アルコールは約８炭素原子を有し、及び平均
７モルのエチレンオキサイドでエトキシ化されている最高度のエトキシ化アルコール）
**エトキシ化グリセリンはグリセレース26
【００４３】
各組成物を試験して、本発明のヒドロトロープの泡発生への効果を測定した。図４は、ア
ルコールエトキシレート及びエトキシ化グリセリンの混合物を含む組成物がヒドロトロー
プの各成分の相加効果から予測されるよりも多く泡を発生したことを示す。
【００４４】
以上の結果から、本発明はまた、エトキシ化アルコール及びエトキシ化グリセリンの混合
物であるヒドロトロープの有効量を添加することを含む、液状洗浄剤の粘度を低下させる
方法、水性溶液への溶解度を上昇させる方法、及び液状洗浄剤の泡発生能を上昇させる方
法を提供することを意図する。好ましくは液状洗浄剤は、アニオン性、ノニオン性、両性
及びこれらの混合物、好ましくはアニオン性界面活性剤からなる群から選択される一以上
の界面活性剤を含む。液状洗浄剤はまた、上述した一以上の気泡増強剤を含んでもよい。
【００４５】
実施例３
以下の組成物を調製した。
表３
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* エトキシル化アルコールは、ノーベルII ８－７（中心エトキシル化アルコールが、ア
ルコールが約８個の炭素原子を有し平均７モルのエチレンオキサイドでエトキシル化され
ているものである）であった。
** エトキシル化グリセリンは、グリセレース２６であった。
【００４６】
各組成物を、生成物の分散性及び泡の発生に対する本発明のヒドロトロープの効果を決定
するために試験した。図５は、アルコールエトキシレート及びエトキシル化グリセリンの
混合物を含む組成物が、ヒドロトロープの各構成要素の相加効果から予期されるよりも冷
水により迅速に溶解することを示している。図６はアルコールエトキシレート及びエトキ
シル化グリセリンの混合物を含む組成物がヒドロトロープの各構成要素の相加効果から予
期されるよりもより多くの泡を発生することを示している。
【００４７】
表４
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* エトキシル化アルコールはネオドール（Neodol）１－９（アルコールが約１１個の炭素
原子を有し平均９モルのエチレンオキサイドでエトキシル化されているエトキシル化アル
コール）であった。
** エトキシル化アルコールは、ノーベルII ８－７（中心エトキシル化アルコールが、ア
ルコールが約８個の炭素原子を有し平均７モルのエチレンオキサイドでエトキシル化され
ているものである）であった。
*** エトキシル化グリセリンは、グリセレース２６であった。
【００４８】
組成物Ｒは、本発明の好ましい実施態様を表す。
各組成物を皮膚科学的なモニター使用試験において試験して、ヒトの皮膚への健康効果を
決定した。この使用試験では１０４人の参加者の各人に、９週間の用法指示に従って、彼
らの割り当てディッシュソープ組成物（上記に定義する組成物Ｐ、Ｑ、Ｒ、Ｓ又はＴのい
ずれか）を使用するように教えた。一般的に、用法指示としては、各組成物を希釈して使
用し（水７部に対して洗浄剤１部）、及び参加者にスキンローションの使用をやめてマイ
ルドな中性ソープのみを個人衛生のために使用するというものであった。各参加者の手の
皮膚の健康は、９週間の試験の初めと、３週間ごとに測定した。モニターしたパラメータ
ーは、紅斑、あか（scaling）及びひび割れ、経表皮水分損失、ノバソープション（Nova 
sorption）、及び落屑インデックスの皮膚科学的な評価であった。
【００４９】
一般的に、この皮膚科学的試験の結果は、液状洗浄剤組成物におけるグリセリンのポリエ
チレングリコールエーテル及びアルファヒドロキシ酸の使用が相乗的に組み合わさって、
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該洗浄剤を洗浄作業中に使用する間に皮膚の健康を促進し維持することが示されている。
この結論を支持する試験の一つは、経表皮水分損失の測定であった。経表皮水分損失（TE
WL）は、皮膚の蒸気移動バリヤー特性の基準である。刺激された又は損傷した皮膚は、健
康な皮膚よりも高いTEWL測定値を示すであろう。該５種の組成物の平均TEWL測定値は、下
記表５に示される。
【００５０】
表５

【００５１】
表５は、組成物Ｒ、グリセリンのポリエチレングリコールエーテル（即ちグリセレース２
６）及びアルファヒドロキシ酸（即ちクエン酸）の双方を含む組成物が、９週間にわたっ
てＴＥＷＬの最も大きな減少、つまり－5.１９g/m2/時間を示すことを表している。クエ
ン酸がないこと以外は組成物Ｒと同じ処方である組成物Ｓは、次に大きいＴＥＷＬの減少
、つまり－2.９９g/m2/時間を示した。グリセレース２６がないことを除いて組成物Ｒと
同じ処方の組成物Ｔは、－0.７０g/m2/時間のＴＥＷＬの減少を示した。このＴＥＷＬの
減少は、組成物Ｐに匹敵し、組成物Ｐはクエン酸及びグリセレース２６の双方を含まない
ものである。このデータは、クエン酸及びグリセレース２６の双方の存在が、本発明の洗
浄剤組成物のヒト皮膚の状態を改善する能力に寄与することを示している。
【００５２】
液状洗浄剤におけるグリセリンのポリエチレングリコールエーテル及びαヒドロキシ酸の
組合せが使用者の皮膚健康状態を改善するために機能する結果を支持する他の試験は、No
va DPM吸着速度測定である。Nova DPM吸着速度は、水が皮膚に適用された直後に角質層に
吸収された水の量を測定する。吸収速度が速いほど、より健康な皮膚を示す。ベースライ
ン測定から９週間の測定までのNova DPM吸着速度における全体の変化を表６に示す。
表６
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【００５３】
表７は、グリセレース２６を含む組成物、すなわち組成物Ｒ及びＳが、Nova DPM吸着速度
において最大の増加を示したことを示す。これは、皮膚状態におけるこの改善がグリセレ
ース２６に起因し得るものであることを示す。
液状洗浄剤におけるグリセリンのポリエチレングリコールエーテル及びαヒドロキシ酸が
皮膚健康状態を改善するために相乗的に混合することを示す第３の試験は、剥離指数(Des
quamation index)の測定である。剥離指数は、皮膚の剥がれ落ちの尺度である。数が大き
いと、皮膚の微細な薄片及び／又は横目の(course)薄片が増加することになる。ベースラ
イン測定から９週間の測定までの剥離指数における全体の変化を表７に示す。

表８は、組成物Ｒが剥離指数において最小の増加を生じたことを示す。剥離指数のこれら
の値に基づき、組成物Ｐ、Ｓ及びＴがマイルドな角質溶解かつマイルドな刺激であるのに
対し、組成物Ｒは、角質溶解薬又は刺激薬のいずれでもない。これらの値は、また、組成
物Ｒが本研究の過程にわたって皮膚剥離において最小の増加を示したことを示す。
広範な変化及び修正が上記態様に対して行われ得ると理解されるべきである。従って、前
記記載は、本発明を限定するのではなく例示することを意図するものであり、本発明を定
義するのは、全ての均等なものを含め、以下の請求項であることを意図するものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明の１態様にしたがうヒドロトロープを含む液状洗浄剤、すなわ
ちグリセリンのポリエチレングリコールエーテル及び短鎖アルコールエトキシレートの種
々の割合の組合せの粘度を示している。グラフは、本発明のヒドロトロープの存在により
、ヒドロトロープ成分それぞれの相加効果により期待されるよりも低い粘度を有する生成
物が生じたことを証明している。
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【図２】　図２は、室温及び１０℃下における液状洗浄剤の溶解性を示している。液状洗
浄剤は、本発明の１態様にしたがうヒドロトロープ、すなわちグリセリンのポリエチレン
グリコールエーテル及び短鎖アルコールエトキシレートの種々の割合の組合せを含んでい
る。グラフは、本発明のヒドロトロープの存在により、ヒドロトロープ成分それぞれの相
加効果により期待されるよりも優れた溶解性を有する生成物が生じたことを証明している
。
【図３】　図３は、本発明の１態様にしたがうヒドロトロープを含む液状洗浄剤、すなわ
ちグリセリンのポリエチレングリコールエーテル及び短鎖アルコールエトキシレートの種
々の割合の組合せの泡（フォーム）生成高さを示している。グラフは、本発明のヒドロト
ロープの存在により、ヒドロトロープ成分それぞれの相加効果により期待されるよりも多
くの泡を生成する生成物が生じたことを証明している。
【図４】　図４は、本発明にしたがうヒドロトロープを含む液状洗浄剤、すなわちグリセ
リンのポリエチレングリコールエーテル及び短鎖アルコールエトキシレートの種々の割合
の組合せの泡生成高さを示している。グラフは、本発明のヒドロトロープの存在により、
ヒドロトロープ成分それぞれの相加効果により期待されるよりも多くの泡を生成する生成
物が生じたことを証明している。
【図５】　図５は、０℃における液状洗浄剤の溶解性を示している。液状洗浄剤は、本発
明の１態様にしたがうヒドロトロープを含んでいる。ここで、ヒドロトロープは、グリセ
リンのポリエチレングリコールエーテル及び短鎖アルコールエトキシレートの種々の割合
の組合せの少なくとも約５０％の混合物を含んでいる。グラフは、本発明のヒドロトロー
プの存在により、混合物中のヒドロトロープ成分それぞれの相加効果により期待されるよ
りも優れた溶解性を有する生成物が生じたことを証明している。
【図６】　図６は、本発明の１態様にしたがうヒドロトロープを含む液状洗浄剤の泡生成
高さを示している。ここで、ヒドロトロープは、グリセリンのポリエチレングリコールエ
ーテル及び短鎖アルコールエトキシレートの種々の割合の組合せの少なくとも約５０％の
混合物を含んでいる。グラフは、本発明のヒドロトロープの存在により、混合物中のヒド
ロトロープ成分それぞれの相加効果により期待されるよりも多くのフォームを生成する生
成物が生じたことを証明している。
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